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大阪学院大学企業情報学研究
第11巻第2号 2011年 11月

IASB概念フレームヮークの新展開

郡  司 健

New Development of IASB Conceptual Framework

Takeshi Gunji

ABSTRACT
The international accounting standards board (IASB) revised

the conceptual framework in 2010. This paper considers the
contents and meaning of this new conceptual framework, often
called IFRS conceptual framework. For this it first surveys the
contents of the IASB's old conceptual framework comparing
with the conceptual framework published by Financial
Accounting Standards Board (FASB; SFAC, Statements of
Financial Accounting Concepts). Then, it considers the
meaning and the feature of IFRS conceptual framework
comparing with the IASB's old conceptual framework and
FASB's conceptual framework.

271〃



大阪学院大学企業情報学研究 第11巻 第 2号

は じめに

わが国の新会計基準は,国際的な会計基準への対応のために設定 。改廃され

てきた。このような国際的な会計基準の設定主体としては,米国財務会計基準

審議会 (FASB,Financial Accounting Standards Board)と 国際会計基準審議

会 (IASB,International Accounting Standards Board)と が代表的である。

この両審議会のそれぞれが各種会計基準を公表するだけでなく,各種会計基準

の設定にあたって基本的な思考の枠組みとなり,重要な判断基礎となる概念フ

レームワーク (conceptual framework)を 有している。

わが国の会計基準の設定にあたっては,こ れまで米国基準と国際会計基準と

か ら大 きな影響 を受けて きた。 しか し,最 近では,コ ンバージェンス

(convergence;収 飲)あ るいはアドプション (adoption:全面採用)と いう

国際的動向のもとに国際会計基準―IFRS(Intemational Financial Reporting

Standard:国際財務報告基準)と 総称される一がより大きな影響力を有する

ようになった。しかも最近では,国際会計基準による国際的統一化をめざして,

国際的会計基準と米国基準との調整作業による摺 り合わせがなされている。

このようななか,2010年 に国際会計基準における概念フレームワークが改

正された (IASB,2010)。 そこで本稿では,こ の新 しい概念フレームヮーク

ーIFRS概念フレームワークとも称される一の内容とその意義について考察す

る。このために,ま ず改正前の IASB旧概念フレームワークの内容をFASB

の概念フレーム (FASB概 念報告書)と 対比 しつつ概観する。その後に,

IFRS概念フレームワークの意義 。特徴をIASB旧概念フレームワークと対比

しつつ考察してみたい°。

1)IASB旧概念フレームヮークは,本来,IASBの前身である国際会計基準委員会 (IASC)

によって設定された概念フレームヮークをそのまま踏襲したものである。その意味では,

IASC概念フレームワークとして位置づけ,IFRS概念フレームワークこそが IASB概念
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I FASB概念フレームワークとIASB旧概念フレームワーク

IASBの 新概念フレームワークに関しては,おおむね次のような内容からな

る。

(1)一般目的財務報告の目的

(2)会計 (財務)情報の質的特性

(3)財務諸表の作成および表示に関するフレームワーク

そこで,こ のような項目のもとにまずFASB概念フレームヮーク (FASB

概念報告書)と IASBの 旧概念フレームワークとについて概観しておこうの。

1 財務報告・財務諸表の目的

(1)FASB概念報告書

FASB概念報告書第 1号 (SFAC No.1)|こ したがえば,財務報告は,報告

することそれ自体が最終目的ではなく,経営および経済的意思決定を行うため

に有用な情報を提供することを目的とする。かかる財務報告の基本目的は,次

のような3つ の目的として具体化される (FASB,1978,Highlights)。

①財務報告は,現在および将来の投資家,債権者その他の情報利用者が合理

的な投資,与信その他の意思決定に役立つ情報を提供しなければならない。

②財務報告は,現在および将来の投資家,債権者その他の情報利用者が配当

フレームヮークと称されるべきであろう。しかし,すべての内容が完全に改変されたわ

けではなく,「財務諸表の作成および表示に関するフレームヮーク」については,現在

のところ旧概念フレームヮークをほとんどそのまま採用している。その意味では,旧 フ

レームヮークをIASCの フレームヮーク,新フレームヮークをIASBの それと完全に区

別することも必ずしも適切ではないため,こ れまでの使用法に従って,一応,旧 フレー

ムヮークをIASB旧概念フレームヮーク,新 フレームヮークをIFRS概念フレームヮー

クと称することとする。

2)な お,FASBの概念フレームヮークはIASBの それと違ってより詳細であり, 6つの概

念報告書からなる (SFAC No l～ No.7:う ちSFAC No3は SFAC No6へ 改編)。
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や利息からの予想現金収入,有価証券や債権の譲渡,償還あるいは決済に

よる収入の額,その時期およびその不確実性を評価する助けとなる情報を

提供 しなければならない。投資家および債権者のキャッシュ・フローは企

業のキャッシュ・フローと関連しているので,財務報告は投資家,債権者

およびその他の利用者が当該企業からの予想正味キャッシュ・フロー

(prospective net cash in■ ow)の額,その時期およびその不確実性を評

価する助けとなる情報を提供 しなければならない。

③財務報告は,企業の経済資源,こ れらの資源に対する請求権 (債務および

所有主持分)な らびにこれらの資源および資源に対する請求権の変動をも

たらす取引,事象および環境の影響に関する情報を提供しなければならな

ここで,企業の経済資源,こ れらの資源に関する請求権およびこれらの変動

に関する情報は,企業の経済資源および請求権 (債務および所有主持分)に関

する情報と,一期間の企業の財務業績に関する情報とに区分される (FASB,

1978,pars.40‐ 42)。

後者すなわち企業の財務業績に関して,財務報告の主たる焦点は,稼得利益

およびその構成要素の測定によって提供される企業の業績に関する情報にある。

企業のキャッシュ・フローと有利なキャッシュ・フローを創 り出す企業の能力

とに関する情報利用者の関心は,直接的にキャッシュ・フローそのものに関す

る情報よりも,む しろ稼得利益に関する情報に基本的に結びつく。そして,発

生主義会計 (accrual accounting)に よって測定される企業の稼得利益とその

構成要素とに関する情報は,一般に,当期の現金収支に関する情報よりも,企

業業績のよりよい指標をもたらすとされる (FASB,1978,pars.42-44)。

このように,SFAC l号 では,財務報告の情報提供目的が重視される。しか

も,その場合の情報利用者としては現在および将来の投資家,債権者に重点が

置かれる。この点は,それ以前のアメリカ会計学会 (AAA)の報告書「基礎
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的会計理論の表明 (ASOBAT)」 (AAA,1966)や トループラッド報告

(Trueblood Report)が より多様な利用者 (利害関係者)を想定していたこ

とと比較して特徴的である。。

しかも,発生主義会計重視のもと,企業のキャッシュ 。フローとこれを創 り

出す能力とにとくに関心を持つ情報利用者によりよく役立つ情報として,キ ャ

ッシュ・フローそのものに関する情報よりも,む しろ損益計算書に関わる稼得

利益に関する情報に重点が置かれていることも特徴的である。

(2):ASBI日 1既念フレームワーク

IASB旧 概念フレームヮークにしたがえば,財務諸表の目的は,広汎な利用

者の経済的意思決定に役立つ,企業の財政状態,業績 (経営成績)お よび財政

状態の変動に関する情報を提供することにある (IASC,1989,par.12)。 IASB

は,FASBと 比べてより広汎な利用者を想定していた 。゙その場合に,財務諸

表の利用者として,現在および将来の投資家,従業員,貸付者,仕入先その他

取引業者,顧客,政府 。監督官庁,公衆が列挙 されている (IASC,1989,

par.9)。 ここに投資家が第 1順位に挙げられていることから,投資家がもっと

も重視されているとみることもできる。

さらに,IASB旧 概念 フレームワー クでは,企業経営者の受託責任

(stewardship)な いし会計責任 とその評価が重視されるい。すなわち,財務

諸表は,経営者の受託責任ないし経営者に委ねられた資源に対する会計責任の

3)Solomons,1986,pp.4‐ 5.AAA,1966参照。 トループラッド報告に関しては,AICPA,
1973お よび郡司,1989,22-25頁参照。

4)FASBで は,財務諸表は財務報告の中核的部分 (central feature)と して説明される

(FASB,1978,par.7)。 IASBで は,財務諸表には,注記・附属明細表およびその他の

情報も含まれる。その意味において,こ れはFASB概念報告書における財務報告とほぼ

一致するとみて差し支えない。IASC,1989,par.21.

5)FASBも また,受託責任を重視している。FASB,1978,pars.50‐ 51.
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結果をも表示するものととらえられる。経営者の受託責任は,基本的には投資

家・株主への責任を合意するものとみられる。

また,財務諸表の利用者によって行われる経済的意思決定は,企業の現金お

よび現金同等物 (つ まりはキャッシュ・フロー)を創 り出す企業の能力の評価 ,

その時期と不確実性の評価を必要とする。企業の財政状態,業績および財政状

態の変動に焦点を置く情報が提供されるなら,現金および現金同等物を創 り出

す企業の能力をより良く評価することができる (IASC,1989,par.15)。

財政状態に関する情報は貸借対照表に,業績 (経営成績)に関する情報は損

益計算書におもに表示される。その場合,(貸借対照表における)企業が支配

する経済的資源および過去におけるこれらの資源の運用調整能力に関する情報

は,将来において企業が現金および現金同等物を創出する能力を予測するのに

役立つ。財務構造に関する情報は,将来借入れの必要性の予測や将来の利益お

よびキャッシュ・フローの利害関係者への分配の予測に役立つ。企業の業績

(経営成績)に関する情報は,現存の資源をベースとして企業がキャッシュ・

フローを創 り出す能力を予測するのに役立つ (IASC,1989,pars.16‐ 17)。

財政状態の変動に関する情報は,報告期間中の企業の投資活動・財務活動お

よび営業活動を評価するために有用である。この情報は,利用者が企業の現金

および現金同等物を創出する能力とこれらのキャッシュ・フローの使用に関す

る要求を評価するための基礎を提供するのに役立つ。かかる財政状態変動表の

作成にあたって,資金としては総資金,運転資本,支払資金あるいは現金等各

種のものが考えられるが,こ のフレームヮークでは資金の定義をとくに規定し

ていない (IASC,1989,par.18)。 ここでは活動区分として営業・投資・財務

の 3区分がすでに示唆されている。資金概念について多様なものを認めている

のは当時の各国企業の資金計算書における資金概念が必ずしもキャッシュに統

一されていず,様々の資金概念が使用されていたことによる。しかし,その後

この財政状態変動表は,1992年 改訂の IAS 7号 により,キ ャッシュ・フロー

δ 24の
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計算書に特定化された (IASC,1992)。

このようにIASB(IASC)は ,貸借対照表,損益計算書と並んで財政状態

変動表も,財務諸表として同等に重視した。財政状態および業績に関する情報

は,現金および現金同等物を創 り出す企業の能力の予測にあたって有用である。

また,財政状態変動に関する情報は,現金および現金同等物をellり 出す企業の

能力と,こ れらのキャッシュ・フローを利用する企業の要求 (needs)を 評価

するための基礎を提供するのに役立つとされた (IASC,1989,pars.16‐ 20)。

これらの目的を充たすために,財務諸表は発生主義会計 (accrual basis of

accounting)に 基づいて作成される。。発生主義会計のもとでは,取引その他

事象の影響額は,現金および現金同等物のように収支時ではなく,その発生し

た時点で認識され会計記録がなされ,その関連する期間の財務諸表に報告され

る。発生主義 (会計)に基づいて作成される財務諸表は,現金収支を含む過去

の取引だけでなく,将来の現金支払義務および将来受取ることのできる現金を

表す資源についての情報を提供する (IASC,1989,par.22)。 このような発生

主義会計の重視は,表現は異なるにせよ稼得利益重視のもとに発生主義会計の

重要性を説 く,FASB概念報告書と符合するものとみられる (FASB,1978,

par.44.郡司,1989,23頁 参照)。

2 会計情報の質的特性

(1)FASB概念報告書

FASB概念報告書第 2号 (SFAC No.2)は ,会計情報を有用ならしめる諸

特性を検討することを目的としている (FASB,1980,par.1)。 そこでは,理

解可能性を情報利用者に固有の特性とし,意思決定有用性のもとに目的適合性

6)IASCは ,基本的前提 として,発生主義 (会計)と 継続企業とを挙げていた。IASC,

1989,pars 22‐ 23.

72πη



大阪学院大学企業情報学研究 第11巻 第 2号

と信頼性とを意思決定に固有の基本的特性として位置づける。比較可能性は,

情報の有用性を高めるために目的適合性と信頼性との両者に関連する副次的特

性であるとする。そして,コ ス ト・ベネフィットと重要性の識闘 (materiality

threshold)と はそれぞれ制約条件 として位置づけ られる (FASB,1980,

Summary of P五 ncipal Conclusions)。

情報が目的適合性を有するためには,適時的でなければならないし,予測価

値 (predictive value)と フイー ドバック価値 (feedback value)と のいずれ

かあるいはその両者を備えなければならない。それゆえ,目 的適合性は,a.予

測価値,b。 フイー ドバック価値,c.適時性からなる。ここで予測価値は情報利

用者の予測能力を増大 。改善する情報の特性であり,フ イー ドバック価値は情

報利用者の以前の期待を確認・修正できるようにする情報の特性を意味する。

かくて情報は,意思決定者 (情報利用者)の予測能力を改善することにより,

また彼らの以前の期待を確認しあるいは修正することにより意思決定に影響を

及ぼすことができるのである (FASB,1980,pars.46‐ 57)。

他方,同 じく情報の有用性に影響を及ぼす信頼性は, どの程度会計描写ない

し測定が検証可能であり表現的に忠実であるかに依存する。中立性もまたこの

ような信頼性の 2つの要素たる検証可能性と表現的忠実性 (representational

faithfulness)と に相互に作用する。か くて信頼性は,a.検証可能性,b.表現

的忠実性,c。 中立性からなる。信頼性と目的適合性とはしばしば互いに競合す

ることがあるし,情報利用者にとって本当に有益であるかどうかは, 目的適合

性 と信頼性 との間の相対的なウェイ トの置 き方に依存する (FASB,1980,

pars.58‐ 90)。

(2):ASB旧 概念フレームワーク

IASBに したがえば,質的特性は,財務諸表において提供される情報を利用

者に対して有用ならしめる諸属性 (attributes)で ある。理解可能性,目 的適
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合性,信頼性および比較可能性が 4つ の主要な質的特性であるとされる

(IASC,1989,par.24)。 このうち,目 的適合性と信頼性とは,と くに情報の

有用性に関連づけられる (IASC,1989,par.26,par.31)。

目的適合性に関しては,情報の予測的役割および確認的役割 (predictive

and conirmatory roles)が 重視される。それとともに,目 的適合性には,予

測価値と確認価値という2つ の特性が含まれる (IASC,1989,pars.26‐ 28)。

確認価値は,FASBにおけるフィードバック価値に相当する。信頼性に関して

は,表現的忠実性とこれを支える実質優先性 (substance over form),中 立性 ,

慎重性,完全性が含まれる (IASC,1989,pars.31‐ 38)。

IASBではまた,重要性は,情報の有用性のための主要な質的特性の一つと

いうよりもむしろ識閾ないし棄却点 (threshold or cut‐ off point)を提供する

ものと位置づけられる (IASC,1989,par.30)。 また,適時性とコス ト・ベネ

フィット (ベ ネフィットとコス トの均衡)と は, 目的適合性と信頼性とを有す

る情報に対する制約条件として位置づけられる。適時性は,情報の目的適合性

を高めるが,信頼性を損なうおそれがある。報告の遅延により,情報の信頼性

は高まるかもしれないが, 目的適合性さらには有用性は失われるおそれがある。

したがって,適時性は,目 的適合性と信頼性との均衡をはかるにあたってとく

に考慮すべき重要な制約条件となる (IASC,1989,par.43参照)。

このように,IASBに おいて,適時性は, 目的適合性を構成する特性として

よりもむしろ制約条件として扱われる。また信頼性に関して,検証可能性は含

まれず,表現的忠実性に関して実質優先性が強調されるとともに,慎重性と完

全性がここに含まれている。FASBにおいては,適時性が目的適合性に合まれ

る。FASBは ,IASBよ りも適時性を重視しているとみることができる。それ

は,証券資本市場における投資家へのよリタイムリーな情報の提供を重視する

姿勢のあらわれと見ることができるであろう。

これに対 し,こ れまで各国会計基準における比較可能性の保持と国際的な調
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和化をめざしてきたIASB(IASC)で は,各国の会計制度の国際的調和化の

容易化を考慮して,む しろ信頼性さらには慎重性への配慮が相対的に重視され

てきたとみることもできるであろう。したがって,FASBの方が証券市場さら

には投資家をより重視しているとみられた。しかし程度の差はあれ,両者には,

基本的に投資家・株主重視の傾向をともにみることができる。両フレームヮー

クにおける情報の質的特性は,図表 1の ように対比されるであろう(ス タディ・

グループ,199o,24-36頁参照)。

図表 l FASBおよび :ASBに おける情報の質的特性

FASB IASB(IASC)

情
報

の
質

的
特

性

理解可能性 理解可能性

意

思
決

目的適合性
a.予測価値
b.フ イー ドバック価値
c.適時性

目的適合性
a.予 測価値
b.確認価値
(フ イー ドバック価値 )

情

報

足
有
有

用
性

信頼性
a.検証可能性
b.表現的忠実性
c。 中立性

信頼性
a.表現的忠実性

実質優先性
b。 中立性
c.慎重性
d.完全性

の
有

用
性

比較可能性 比較可能性

約

件

制

条

コス ト・ベネフィット
重要性

適時性
コス ト・ベネフィット
重要性

(郡司,2006,23頁 )

財務諸表の作成および表示に関するフレームワーク

現代会計構造の特徴をもっとも良 く表すのは,財務諸表の構成要素に関する
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定義である。財務諸表の各種要素を規定するにあたっては,会計の基本思考が

強く反映される。FASBも IASBも ,収益費用アプローチのもとに損益計算書

を重視する伝統的会計思考から離れて,財務諸表の構成要素に関する定義を行

っている。

(1)FASB概念報告書

① 構成要素

FASB概念報告書第 6号 (SFAC No.6)に おいては,資産,負 債,持分

(資本),収益,費用に関して次のような定義がみられる (FASB,1985,

pars.25,35,49,78,80)。

①資産……過去の取引あるいは事象の結果として特定の実体によって取得さ

れあるいは支配されている,起こりうる将来の経済的便益である。

②負債……過去の取引あるいは事象の結果として将来他の実体へ資産を振り

替えあるいは用役を提供するために,ある特定実体の現在の義務

から生ずる経済的便益の起こりうる将来の犠牲である。

③持分 (equity)… …・純資産であり,あ る実体の負債を差し引いた後に残

っている資産の残余持分 (residual interest)で ある。

④収益……ある実体の資産の流入ないしその他の増加あるいは負債の返済

(あ るいは両者の結合)である。

⑤費用……資産の流出ないしその他の利用あるいは負債の発生 (あ るいは両

者の結合)である。

すべての資産 (経済的資源)が持つ共通の特性は,こ れを利用する実体に用

役ないし便益をもたらす固有の能力たる「用役潜在性」ないし「将来の経済的

便益」である (FASB,1985,par.28)。 ここでは,貸借対照表貸方を他人資本

(債権者持分)と 自己資本 (所有主持分)と の合計としてとらえるのではなく,

持分を資産と負債 との差額すなわち残余持分 としてとらえている。なお ,
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FASBは ,上記 5つの要素に加えて,所有主による投資,所有主への分配,包

括利益 (comprehens市 e income),利得,損失の計10個 を,財務諸表の相互関

連的な構成要素としている (FASB,1985,Highlights)。

② 認識規準

このような財務諸表の各項目に関する定義を踏まえて,概念報告書第 5号

(SFAC No.5)は ,実体を中心に生起する経済事実を会計事実として認識

計上するにあたりその判断規準となる基本的認識規準として次のものをあげて

Vヽ る (FASB,1984,pars.63‐ 65)。

①定義 (definition)……。その項目が財務諸表の構成要素の定義に合致する

こと

②測定可能性 (measurability)… …・十分な信頼性でもって貨幣単位によっ

て測定 (数量化)で きるという関連 (目 的適合的な)属性をもつこと

③目的適合性……。それに関する情報が利用者の意思決定に役立つこと

④信頼性……その情報は事実を忠実に表現しており,検証可能かつ中立的で

あること

以上より,測定可能性は目的適合性と信頼性との両者をともに考慮しなけれ

ばならない。この目的適合性と信頼性とは,FASBに おいて情報の有用性を支

える基本的な質的特性としてとらえられる (FASB,1980)。

(2):ASB旧概念フレームワーク

① 構成要素

IASBに あっても,財務諸表の構成要素としては,貸借対照表にかかわる資

産,負債,資本と,損益計算書にかかわる収益,費用が見いだされる。財政状

態変動表の構成要素に関しては,それは通常,貸借対照表および損益計算書の

構成要素の変動を示すところから,こ れに関してはなんら固有の要素を識別し

ないとされる (IASC,1989,par.47)。

12 r27229



IASB概念フレームワークの新展開 (郡司 )

IASB旧 概念フレームヮークでは,次のような定義がみられる (IASC,

1989,par.49,par.70)。

(a)資産…過去の事象の結果として企業により支配され,そ こから将来の経済

的便益 (future ecOnomic benefit)が流入すると期待される資源

(b)負 債…過去の事象から生じ,その履行により経済的便益を有する資源が企

業から流出すると予想される現在の債務

(c)持分…企業のすべての負債を控除した後の企業の資産に対する残余請求権

(d)収益…会計期間中における資産の流入 。増加あるいは負債の減少の形での

経済的便益の増加であり,それは結果的に持分参加者からの拠出に

関連するもの以外の持分の増加をもたらすもの

(e)費用…会計期間中における資産の流出・減少あるいは負債の増加の形での

経済的便益の減少であり,それは結果的に持分参加者への分配に関

連するもの以外の持分の減少をもたらすもの

IASBでは,資産・負債・収益 。費用がともに,経済的便益概念を用いて定

義されている。また,収益 。費用は,FASBにおける利得・損失を含むもので

あり,よ り広 く解される°。それとともに,収益 。費用の定義に関しては,資

産・負債の増・7mだ けでなく持分 (資本)の増減への配慮を含むことにおいて

FASBの それより周到であるとみられる。さらに,資産および負債の再評価ま

たは修正表示による持分の増減は,資本維持修正 (再評価剰余金)と して持分

(資本)の部に計上される (IASC,1989,par.81)。

このようなFASBお よびIASBに よる財務諸表の構成要素には,共通の特

徴がみられる。それは,各構成要素の定義にあたり,資産,負債を中心に展開

されていることである。かかる思考は資産負債アプローチと呼ばれ,従来の伝

7)た とえばドイツでは費用・収益は特別損益を含む,広い意味で用いられている。会計基

準の国際的調和化さらには国際的収飲をめざす IASBで は,こ のようなドイツ等におけ

る費用収益概念をも反映しているようにも思われる。郡司,1998,86-87頁参照。
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統的な企業会計の基本思考たる収益費用アプローチとは異なる基本思考として

とら,Lら オLる (FASB,1976,pars.35‐ 42,pars.208‐ 215)。

② 認識規準

IASBでは,認識とは,対象が構成要素の定義を充たし,かつ次のような認

識規準を充足する項目を,貸借対照表または損益計算書に組み入れるプロセス

として説明されている (IASC,1989,pars.82‐ 83)。

(a)そ の項目に関連する将来の経済的便益が企業に流入しあるいは企業から流

出する可能性が大きく,かつ
,

(b)そ の項目が信頼性をもって測定されうる原価または価値を持つこと

これより,IASBの場合,①定義,②蓋然性 (prObabnity),③ 信頼性,④

(貨幣的な)測定可能性が,FASBの認識規準に相応するものとして挙げられ

るであろう。そこでは,目 的適合性が認識規準として明示的に列挙されていず,

FASBと 比べて信頼性の方が重視されているところが特徴であろう。

また,測定は,財務諸表に認識計上されるべき構成要素の金額を決定する過

程であり,こ の測定には取得原価だけでなく各種時価 (現在価値も含まれる)

も用いられる (pars.99-101)。

Ⅱ IASB概念 フ レームワークの新展開

― lFRS概念 フ レームワークー

IASBの 新しい概念フレームワークは,国際財務報告基準 (IFRS)の一環

として改変されたものであり,IFRS概念フレームワークとも称される。そこ

ではとくに,(1)一 般目的財務報告の目的 (chap.1)お よび(2)財務情報の質的

特性 (chap.3)に 関してはかなり改変されたが,(3)財 務諸表の作成および表

示に関するフレームヮーク (chap.4)に 関して大きな変更は現在のところ見

られない。しかし,残されなかった部分に,若干の変化がみられる。したがっ
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て,以下においては,お もに(1)一般目的財務報告の目的 (chap.1)お よび(2)

財務情報の質的特性 (chap.3)の 内容について概観しよう。

1 -般目的財務報告の目的

(1)一般目的財務報告の目的・役割・限定

一般目的財務報告の目的は,概念フレームヮークの基盤となる。概念フレー

ムワークのその他の側面一報告実体概念,有用な財務情報の質的特性とその制

約条件,財務諸表の要素,認識,測定,表示 (作成)お よび開示―は,その目

的から論理的に展開される (IASB,2010b,par.OBl)。

一般目的財務報告の目的は,現在および将来の投資家・債権者等 (貸付者そ

の他債権者,lenders and other creditors)が 企業 (報告実体)への資金 (資源)

提供についての意思決定に役立つ財務情報を提供することである (par.OB2)。

ここでは,情報の利用者としてとくに投資家・債権者が重視される。そして,

彼らの受益 (リ ターン)に 関する期待は,企業の将来の正味キャッシュ 。フロー

の金額・時期および (その予測の)不確実性の評価に基づ く。結局,彼らは企

業の将来の正味キャッシュ 。フローの予測の助けとなる情報を必要とする

(par.OB3)。

そのような情報は,よ り具体的には,企業 (報告実体)の経済的資源および

請求権に関する情報,それらの変動に関する情報ならびに財務業績に関する情

報に集約される。このもとにいわば企業の将来の正味キャッシュ・フローの金

額・時期および不確実性の評価に役立つ情報として一般目的財務報告 (財務諸

表)が体系的に展開されることとなる (pars.OB12～ OB21)。

(2)一般目的財務報告

一般 目的財務報告は,大 きく分けて,次の 2つのタイプの情報を提供する

(par.OB12)。
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①企業 (報告実体,reporting entity)の 財政状態に関する情報―企業の経済

的資源および企業に対する請求権に関する情報

②企業の経済的資源および請求権に変動をもたらす,取引その他の事象の影響

に関する情報

このもとにこれらの情報についてより詳細な説明がなされる。

(3)経済的資源および請求権に関する情報

企業の経済的資源および企業に対する請求権の性格 (nature)お よび金額

に関する情報は,利用者が企業の財政的な長所 (強み)。 短所 (弱み)を識別

するための助けとなり得る。その情報は,企業の流動性と支払能力,追加金融

(融資)の必要性とその金融 (融資)後の成功の程度を利用者が評価する助け

となり得る。現在の請求権の優先順位と支払要求に関する情報は,企業に対す

る請求権を持つそれらの間で将来キャッシュ・フローがどのように支弁される

かを利用者が予波1す る助けとなり得る (par.OB13)。

さまざまのタイプの経済資源は企業の将来キャッシュ・フローに対する企業

の展望に関する利用者の評価にさまざまに影響する。受取債権 (accOunts

receivable)の ように現在の経済的資源から直接にもたらされる将来キャッシ

ュ・フローもあれば,顧客への財貨・用役を製造販売するために幾つかの資源

を組み合わせて用いることから生じるキャッシュ 。フローもある。これらのキ

ャッシュ・フローは,個々の経済的資源 (あ るいは請求権)について識別する

ことはできないけれど,財務報告の利用者は企業の営業活動において使用可能

な資源の性格および金額について知 りたがる (OB14)。

(4)経済的資源および請求権の変動に関する情報

① 経済的資源および請求権の変動に関する情報

企業の経済的資源および請求権の変動は,企業の財務業績とそれ以外の持分
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証券 (金融商品)あるいは負債証券 (金融商品)の発行といったような事象あ

るいは取引から生 じる。企業からの将来キャッシュ・フローに対する展望

(prospect)を 適切に評価するためには,こ れらの変化の両方を区別できる

ことが必要である (par.OB15)。

企業の財務業績に関する情報は,その企業がその経済的諸資源から創 り出し

た受益 (return)について利用者が理解する助けとなる。企業が創 り出した

受益に関する情報は,いかに経営管理者が企業の資源を効率的かつ有効に使用

するという責任 を果た しているかの指標 となる。その受益の変動 と内容

(variability and component)に 関する情報はまた,と くに将来のキャッシュ・

フローの不確実性を評価する際に重要である。企業の過去の財務業績と企業の

経営管理者の責任遂行に関する情報はその経済的資源に関する企業の将来の受

益を予測する際に通常役立つ (par.OB16)。

② 発生主義会計に係る財務業績

発生主義会計 (accrual accounting)は ,取引その他の事象および環境が企

業の経済的資源および請求権に及ぼす効果を,それが生じる諸期間にわたって,

その結果生じる現金の授受 (収支)がなされる期間とはかかわりなく,描写す

る。このことは重要である。なぜなら,企業の経済的資源および請求権と1期

間における経済的資源および請求権の変動とに関する情報は,その期間の現金

授受 (収支)に関する情報のみよりも企業の過去および将来の業績に関するよ

りよい基礎となるからである (par.OB17)。

投資家および債権者から直接に追加的な資源を調達することに係わる情報と

は別に,経済的資源および請求権の変動に係る,企業の期間財務業績に関する

情報は,正味キャッシュ 。フローを創 り出す企業の過去および将来の能力を評

価する際に有用である。その情報は, どの程度企業が利用可能な経済的資源を

増加させたかを示すし,それゆえに投資家および債権者から直接に追加的な資

源を調達することよりも,む しろ営業活動を通じて正味キャッシュ・インフ
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ローを創 り出す企業の能力を示す (par.OB18)。

企業の 1期間の財務業績に関する情報はまた,市場価格や利子率の変化のよ

うな事象が企業の経済的資源および請求権をどの程度増減させ,こ れによって

企業が正味キャッシュ・フローを創 り出す能力にどの程度影響しているかを示

すであろう (par.OB19)。

③ 過去のキャッシュ・ フローに係る財務業績

企業の一期間のキャッシュ・フローに関する情報もまた利用者が正味キャッ

シュ・インフローを創 り出す企業の能力を評価する助けとなる。それはいかに

企業が現金を獲得し使用するかについて示し,企業の負債の借入と返済,投資

家への現金配当その他の現金分配および企業の流動性と支払能力に影響するよ

うなその他の要因に関する情報を含む。キャッシュ・フローに関する情報は,

利用者が企業の営業活動を理解し,その財務活動および投資活動を評価 し,企

業の流動性や支払能力を評価し,財務業績に関する他の情報を解釈する助けと

なる (par.OB20)。

④ 財務業績からもたらされない経済的資源および請求権の変動に関する情報

企業の経済的資源および請求権はまた,追加的な所有主持分の発行のような,

財務業績以外の理由によって変動するであろう。この種の変動に関する情報は,

利用者になぜ企業の経済的資源および請求権が変動したかの完全な理解を与え,

企業の将来の財務業績に対するこれらの変動の意味を知るために必要である

(par.OB21)。

2 財務情報の質的特性

財務情報が有用であるための質的特性に関しては,基本的な質的特性と補強

的な質的特性および制約条件等に分けて説明される。
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(1)財務情報の質的特性と制約条件

① 基本的な質的特性と固有の条件

財務情報が意思決定に役立つ,つ まり有用であるための基本的な質的特性と

しては,(a)目 的適合性 と(b)忠実な表現ないし表現の忠実性 とがあげられる

(par.QC5)。

(a)目 的適合的な財務情報とは利用者の意思決定に差をもたらすことができる

ことであり,そのためには,その情報が予測価値を有するか,あるいは過

去の予測を確認・修正できるという確認価値を有する,あるいはその両者

を備えていることを要する (pars.QC6～ 7)。

(b)財 務情報が対象を忠実に表現しているということは,その描写 (写像)が

完全で,中立的で,誤謬がないことを要する (pars.QC12～ 16)。

そして,項目的・金額的な重要性が各企業に固有の個別的な条件としてあげ

られる (par.QCll)。

② 補助的な質的特性

財務情報の有用性を強化・補強する質的特性としては,比較可能性 。検証可

能性・適時性 。理解可能性があげられる (pars.QC19～ 34)。

③ 制約条件

財務情報の提供に要するコス トはベネフィット (便益)に よって正当化され

ることが重要である。

3 財務諸表の作成・表示に関するフレームワーク

前述のように財務諸表の作成 。表示に関するフレームワークに関するこの章

(第 4章 :1989フ レームヮーク :残留部分)は ,旧 フレームヮークと大きな変

更はない。すなわち,こ の残留部分は,IASl号 「財務諸表の表示」 (2007年改

訂)に よる変更を反映するために修正されなかった。残留部分はまた,IASB

が財務諸表の要素とその測定基準を検討したときに更新されるであろう。
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このフレームワーク(1989):残留部分は,次のような項目からなる。

基本的前提

財務諸表の構成要素

財務諸表の構成要素の認識

財務諸表の構成要素の測定

資本の概念と資本維持

そして,各パラグラフの内容は同じ内容となっている。ただし,基本的前提

に関しては,旧 フレームヮークでは発生主義 (accrual basis:会 計)と 継続企

業とがあげられていたが,新フレームヮークでは発生主義は引き継がれていな

い。つまり,基本的前提としては継続企業のなが取 りあげられているのである。

このことはある意味において重要な変化といって良いであろう。

Ⅲ !FRS概念フレームワークの特徴 と意義

1 基本的前提と一般的財務報告の変化

IASBの 旧フレームヮークでは,財務諸表の目的である情報提供の説明にあ

たっては,そ の利用者についてFASBよ りも広い利用者を想定しているとみ

られた。これに対し,新フレームヮークは一般目的財務報告の利用者として現

在および将来の投資家・債権者等をとくに重視する。この点はむしろFASB

フレームワークに近くなったとみることができる。

また,提供すべき情報に関しても,旧 フレームヮークでは「企業の財政状態,

業績および財政状態の変動」があげられた。その場合に,こ のような情報は次

のような財務諸表によって提供されることとなる。

(1)企業の財政状態=貸借対照表

(2)業績=損益計算書

(3)財政状態の変動=財政状態変動表
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ここで財政状態変動表は,当初は,国により企業によりさまざまの資金計算

書あるいは資金運用表が作成公表されていたが,こ れが次第にキャッシュ・フ

ロー計算書へ収飯・統一されていった。その背景には,米国の会計実務および

会計基準がキヤッシュ 。フロー計算書へ移行したことの影響が大きいとみられ

る。それとともに,1992年 にIAS改訂 7号「キャッシュ 。フロー計算書」が

公表され,財政状態変動表はキヤッシュ・フロー計算書に特定化された。

これを受けて1997年 に,IAS改訂 1号が「財務諸表の表示」として公表され

た。それはIAS l号 「会計方針の開示」,IAS 5号 「財務諸表に開示すべき情

報」,IAS1 3号 「流動資産及び流動負債の表示」を廃止 し,新たに改変され

たものである。以後,財務諸表の体系とその内容は,IAS第 1号「財務諸表の

表示」の改訂を通じて変更されている。これまでの財務諸表の体系の変化を示

せば,次の図表のように示される。

図表 1 :ASBに おける財務諸表体系の変化

1997年改訂 1号 2004年改訂 1号 2007年改訂 1号

①貸借対照表
②損益計算書
③キャッシュ・フロー計
算書

①貸借対照表
②損益計算書
③持分変動計算書 (広 )

④キャッシュ・フロー計
算書

①財政状態計算書
②包括利益計算書
③持分変動計算書 (狭 )

④キャッシュ・フロー計
算書

なお,2007年改訂 1号における財政状態計算書は貸借対照表に相当するもの

であり,従来通 り貸借対照表として公表することも認めている。これに対し包

括利益計算書は損益計算書とその他の包括利益計算との結合計算書であり, 2

計算書方式も認められる。持分変動計算書は,2004年改訂 1号では持分の変動

に関する計算書として,(a)株主との取引から生じる持分の変動と,(b)株主とし

ての取引以外から生じる持分の変動とからなるが,後者(b)に 関して認識収益費
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用計算書として作成公表することも認められた。2007年 改訂 1号では持分変動

計算書は,(a)株主との取引から生じる持分の変動に関する計算書としてより限

定され,(b)の認識収益費用計算書に関する部分は包括利益計算書に含まれるこ

ととなった。このような両者の違いは,次の図表 2の ように示すことができる

であろう。

このような情報 を含む財務諸表は,発生主義会計 (accrual basis of

accounting)に 基づいて作成されることが強調された。このことから,発生

主義 (会計)が,継続企業とともに基本的前提としてあげられていた。

図表 2 財務諸表体系の変化

2004年改訂 1号 2007年改訂 1号

貸借対照表 (名称・資本の部変更) 財政状態計算書

損益計算書 収益および費用 (広義)

損益 (利益
又は損失)

包括利益計
算書

持分変動計
算書 (広 )

持分の変動

下記の株主としての取引
以外から生 じる株主持分
の変動 (認識収益費用計
算書 )

その他包括
利益

株主との取引から生じる
株主持分の変動

持分変動計算書 (狭 )

キャッシュ・フロー計算書 (英文名称変更) キャッシュ 。フロー計算書

(郡司,2008,25頁 ・2009,14頁 参照 )

これに対し,新フレームヮークでは,一般目的財務報告情報は,次のように

区分される。

(1)財政状態 (経済的資源および請求権)に関する情報
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(2)経済的資源および請求権の変動に関する情報

①発生主義会計に係る財務業績

②過去のキャッシュ・フローに係る財務業績

③財務業績外の経済的資源および請求権の変動に関する変動

新フレームワークの一般目的財務報告情報は,旧 フレームワークの財務諸表

情報よりも詳細化されている。これは最近における財務諸表・財務情報の変

化・多様化を反映しているとみられる。この情報区分は,当然,2007年改訂 1

号における財務諸表の体系を反映しているものと思われる。そのような観点か

らすれば,それぞれの情報に対応する財務表は概ね次のように示されるであろ

う。

(1)財政状態に関する情報=財政状態計算書(貸借対照表)

(2)経済的資源および請求権の変動に関する情報

①発生主義会計に係る財務業績=包括利益計算書

②過去のキャッシュ・フローに係る財務業績=キ ャッシュ。フロー計算書

③財務業績外の経済的資源および請求権の変動に関する変動=持分変動計

算書

ここで注目されるのは,発生主義会計がこれらすべての情報の共通の基礎と

して扱われていないことである。それはまた,新フレームワークにおいて発生

主義 (会計)が基本的前提から除かれていることと無関係ではないであろう。

旧フレームワークにおいては発生主義会計 (accrual basis of accounting)

がすべての情報の基本的前提として扱われた。貸借対照表と損益計算書とはい

うまでもなく発生主義会計に基づいて作成される。キャッシュ・フロー計算書

も,発生主義会計に基礎をおく貸借対照表および損益計算書から作成されると

みれば,表示方法としての間接法はいうまでもなく直接法による場合でさえも,

当然,発生主義会計に基礎をおくということになる。したがって,キ ャッシュ・

フロー計算書も貸借対照表の持分 (純資産)の変動を計算する持分変動計算書
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も発生主義会計に基礎をおくこととなる。2007年 改訂 1号の財務諸表に関して

も同様にとらえることも可能である。

ところが,新 フレームワークにおいては発生主義会計 (accrual accounting)

は,すべての情報 (財務諸表)の基礎ではなく,包括利益計算書に関する財務

業績に限定されるにとどまる。そして,過去のキャッシュ 。フローに係わる財

務業績はもはや発生主義会計に係る財務情報とは区別されている。そこでは過

去のキャッシュ・フローに係る財務業績たるキャッシュ・フロー計算書は,現

金勘定ないし現金収支から直接に作成する直接的作成法を前提とすれば,発生

主義会計を直裁的には基礎としないこととなる (郡司,2010)。 今後,キ ャッシ

ュ・フロー計算書が直接法を基礎とすべきであるとする場合,それは表示方法

としての直接法とともに直接的作成法をも想定しているのかもしれない。発生

主義会計の原語 もaccrual basis of accountingか らaccrual accountingへ と

FASBに おける用語法に同調しただけではなく,その適用も基本的前提として

の位置づけから財務業績の一部に関する基礎へとその範囲がより限定されるよ

っになっため。

8)元来,発生主義会計も収益認識における実現主義の適用を含む伝統的慣行的な発生主義

会計と収益・費用をともに発生主義によって認識する純粋発生主義会計とが区別される。

これに従えば,IASB(IASC)は ,当初,伝統的慣行的な発生主義会計を想定していた

と思われる。しかし,その後,IASBがめざそうとした財務業績報告書はいわゆるノン

リサイクリング型の包括利益報告書であった (IASB,2002;郡 司,2006,59-70頁参照)。

これはむしろ未実現利益をより積極的に認識するより純粋の発生主義会計を指向したも

のと考えられる。これに対し,現行の包括利益計算書はFASBに 近いリサイクリング型

の計算書であり,実現主義が依然重視されているとみられる。ただし,FASBの用語法

であるaccrual accountingが 採用されたのは,キ ャッシュ・フロー計算書 (statement of

cash iows)な どと同様,IASBか らFASBの用語法への歩み寄りとみることができる

であろう (郡司,2008,23頁 )。 発生主義の適用それ自体も,収益費用アプローチのもと

では費用の期間配分それも典型的には定額法減価償却のような定額配分を基本としてい

たが,資産負債アプローチのもとではむしろ利息法にみられるような利息配分法が重視

される傾向にある。発生主義 (会計)を めぐるこのような変化にも注意する必要がある

であろう。
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2 情報の質的特性における変化

情報の質的特性の最も大きな変更は, 目的適合性と対をなしてきた信頼性が

「忠実な表現」ないし表現の忠実性と差し替えられたことであろう。旧フレー

ムワークでは,表現の忠実性は,む しろ信頼性を支えるもの (下位特性)と し

て位置づけられていた。新フレームヮークでは,表現の忠実性を支えるものと

して,中立性,完全性,無謬性があげられ,慎重性がなくなっている。慎重性

は,あ る意味で,独仏型会計の基本的な特性であり,こ れが削除されたのはよ

リー層アングロサクソン的 (英米的)なフレームヮークヘ移行したことを意味

するものとみることもできよう
0。

問題は信頼性がいわば表現の忠実性 と入れ替わったことである。lASBは ,

そのような結論に至った根拠について,次のように記述 している。旧フレーム

ワークにおける信頼性の定義によれば,情報は,それが利用者の意思決定にお

いて実際に差をもたらす場合にのみ目的適合的であるということであった。し

かしながら,利用者は多 くの情報源から多様な情報を考慮するし,ある決定が

ある特定の経済現象に関する情報にどの程度まで影響されるかについては,決

定することは困難であるし,事後的にさえも困難である (par.BC3.12)。

この説明からは信頼性を外した意図が必ずしも明確ではないように思われる。

信頼性は, 目的適合性 とともに有用性を支えるものであり,と くにFASBで

9)フ ランコジャーマン型 (独仏型)会計では,成文法 (制 定法)主義・形式優先主義のも

とに規定 (条文)通 りに会計処理・開示がなされればほぼ責任解除されていた。このよ

うな観点から取得原価―実現主義を中心とする会計が長く採用されてきた。これに対し,

判例主義 。実質優先主義を前提とするアングロサクソン型 (英米型)会計では,規定通

りに会計処理・開示がなされても,それに基づいて意思決定を行った投資家 (利用者)

が損害を被れば,裁判となり投資家の勝訴となる可能性が高い。したがって,あ る企業

にとって重大な経済的事実が取得原価―実現主義による会計情報では報告しえない場合,

むしろ時価―発生主義 (実現可能基準)に基づく情報も開示すべきこととなる。このよ

うな観点から,ア ングロサクソン型会計では,慎重性よりも透明性 (事実写像性)さ ら

には表現の忠実性・実質優先性が重視される。
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は両者は トレー ドオフの関係にあるとされた。この場合,信頼性は目的適合性

よりも下位に位置づけられるものの, トレー ドオフの関係からは,目 的適合性

に対し,こ れを信頼性の観点から制限することもあり得るという印象も与える。

しかも,信頼性の内包 (下位特性)と して,(a)検証可能性,(b)表現的忠実性 ,

(c)中 立性があげられていた。

AAAの ASOBATは ,会計情報の有用性を支える会計情報基準として,次

の 4つのものをあげた (AAA,1966,p.8)。

①目的適合性,②検証可能性,③不遍性,④数量化可能性 (計量可能性)

そこにおいて,検証可能性は,複数の適格者が同じデータを検討した場合 ,

基本的に同様の測定値あるいは結論に至ること,と 説明された (AAA,1966,

p.10)。 検証可能性に関してもさまざまの解釈が可能であるが,こ のような検

証可能性は,いわゆる相互主観的 (相互主体的)検証可能性 とも称される。そ

れは,資料準拠性 (客観的証拠の存在)よ りも広い概念としてとらえられる。

ASOBATにおいて重視された検証可能性は,FASB概念フレームヮークに

おいて信頼性の下位特性として位置づけられ,IASB旧 概念フレームヮークで

はそこからも外された。ただし,IFRS概念フレームヮークでは補助的な情報

の質的特性として位置づけられ,形を変えて復活したといってよいであろう。

信頼性に関して,FASB・ IASB旧 概念フレームヮークで採用されていたが,

IFRS概念フレームヮークでは使用されなくなった。しかし,他の基準書では,

現在のところ,目 的適合性とならんで信頼性が使用されており,今後,差 し替

えられることとなるであろう。
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むすびにかえて

以上,FASB概念フレームヮークとIASB旧概念フレームヮークと対比させ

ながら,IFRS概念フレームヮークについて概観し,その意義・特徴について

検討してきた。そこではなによりも,FASBと の調整により,FASB概念フレー

ムヮークに接近しつつもさらにより現在的状況を踏まえて一層の進展・新展開

もみられる。

例えば,信頼性が削除され,忠実な表現 (表現的忠実性)がこれにとって代

わった。これが意思決定有用性のもとにおける目的適合性との関係についても

信頼性とは違った意味を持つようになると思われる。そのもとに,今後,財務

諸表の作成および表示に関するフレームワーク (お よびこれまでの IAS・

IFRS諸基準)における信頼性から忠実な表現への差 し替えがどのようになさ

れるのかが注目される。財務諸表の信頼性を外すことによる,その制約的・制

限的関係が希薄化することが果たして好ましいことなのかどうか,今後の適用

に待たないといけないであろう。それとともに,こ のような新概念フレームヮー

クを通じてどのようにIFRSが変化していくか,新概念フレームワーク導入に

おける新たな展開を注視する必要があるであろう。
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